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関東運輸局 
自動車技術安全部保安・環境課   

 
 

一般貸切旅客自動車運送事業者において義務付けられる運行管理者選任数

変更への対応の徹底について 
 
 
 
 標記について、国土交通省自動車局安全政策課長及び旅客課長より別添（平成２９年１１

月２８日付け、国自安第１５８号、国自旅第２１１号）のとおり通達がありましたので了知

されるとともに、運行管理者数が不足する営業所においては、下記の対応について徹底いた

だきますようお願いします。 
 

記 
 

 改正運輸規則により運行管理者数を増加させる必要のある営業所（以下「運行管理者数不

足営業所」という。）の対応 
 
１．施行日までに必要数の運行管理者を確保し選任するとともに、運輸支局に届出を行う

こと。 
２．運行管理者数不足営業所であって、必要数の運行管理者を選任できない営業所につい

ては、運行管理者数不足の状態で運行を行わないこと。 
３．２．の場合については、営業所の統廃合、事業の休止、営業所の廃止等所要の対応を

行う必要があること。 
 

以 上  
 

担当：自動車技術安全部 保安・環境課 
電話：０４５－２１１－７２５６ 
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